
「振込規定」新旧対照表（改定日:2024 年 12 月 10 日） 

 

改定後 改定前 

普通預金規定 

 

第 7 条 振込限度額 

当社は振込において、「1 日」あたりの振込むことができる金額（毎日午前 0 時 5

分にクリアされます）および「1 回」あたりに振込むことができる金額（以下、「振込

限度額」といいます）を定めます。この「振込限度額」は、お客さまご自身でモバイ

ルアプリにより 0 円から 1,000 万円の範囲内で変更できます。 

 

（2024 年 12 月 10 日現在） 

 

以上 

 

振込規定 

 

第 7 条 振込限度額 

当社は振込において、「1 日」あたりの振込むことができる金額（毎日午前 0 時

5 分にクリアされます）および「1 回」あたりに振込むことができる金額（以下、「振

込限度額」といいます）を定めます。この「振込限度額」は、お客さまご自身でモバ

イルアプリにより 0 円から 1,000 万円の範囲内で変更でき、即時に反映します。 

 

（2022 年 1 月 4 日現在） 

 

以上 

 

※上記は改定部部のみを記載しています。 


